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開会のごあいさつ



地域性、そして気候風土適応住宅へのかかわり

1992年～ 住宅省エネ基準策定（H4基準）

1993年 住宅金融公庫四国支店
地域仕様書（土壁住宅）の策定

1998年 住宅省エネ基準策定（H11基準、パッシブ基準）

1997年～ 地域性総プロ 自立循環型住宅総プロ

2014年3月・12月 公開フォーラムなど

2016年 省エネ法改正 H28年基準施行

気候風土適応住宅解説書ver1発行

国交省サスティナブル先導事業（気候風土型）

2019年 省エネ法改正+告示786号

2021年 気候風土適応住宅解説書ver2改定

2024年 告示7８6号改定＋気候風土適応住宅解説書ver３改定

2010年～ 住宅省エネ基準のなかで伝統木造住宅への対応の検討
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出典：1998,1990 住宅金融公庫DATA かかわった1990年代の 温暖地の地域住宅特性



１９９８年から 新たな土壁住宅断熱外皮技術開発を開始 地域性総プロ・自立循環型住宅PJ

実務者とのやりとりではほぼ共通言語がない、理解が得られないなか

2004年7月
物性値に基づき断熱技法を提案



●構法、様式の観点から

・構法的には構造金物を使用しない（あるいは極力使
用しない）木造軸組と小屋組に代表される木組みへ
のこだわり

・構造用合板や石膏ボード類を使用しない内装・外装
システム

・形態・様式としては、庇・窓の配置、通風（置換換気）、
土壁や土間、二間続きの和室、縁側などの中間領域

・地場産材を用い、地域生産性に優れた住宅

などなど

２０１０年頃に考えていた伝統木造像私見

●総合的な観点から

・現代の量産化住宅ではなかなか実現できない、

→地域のひと・資源を最大限活用し
→地域で技術を育み、地域で住まいを守るシステム
が備わった住宅、

→かつ、将来に継承すべき知恵と工夫がある技法を
有する国民住宅であり、

→それを現代の技術でどう再構築するかという一つ
の目標となり得る住宅像
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温暖地の春

寒冷地の春

多様な気候特性を有する日本・・・蒸暑地ならではの住まい

南西諸島・・気候特性、建築特性を踏まえると
４地域区分で考える必要がある

※上下の図は全て「住宅の省エネルギー設計と施工２０２３ ８地域版」



蒸暑地ならではの住まい・・・省エネ基準の改定、そして気候風土適応住宅の役割

⇒これらの実証も踏まえ、H25年基準（２０１３年）から、
沖縄の地域性に配慮した基準へ改定

⇒2020年、遮熱性能基準に転換

沖縄県や国などのこれまでの取組み

気候風土適応住宅の意味あい

・蒸暑地ならではの計画技術

・単体規定で表現できない計画技術

などの地域継承、進化のため

伊志嶺 敏子 建築技術 2012年12月号

出所：「住宅の省エネルギー設計と施工２０２３ ８地域版」



文化（伝統） か 現役（現代から未来へ）か

基準適用外（ヨーロッパなど） 基準適用

・文化的価値を有するもの
・左記に優先すべき別の価値
・災害対応－応急措置

ドイツ国会議事堂からみたベルリン市街地

２０１０年頃に議論していた基準上の扱い 適用外か適用内か

継承のため

守る か 育むか



２０２４年度から

気候風土適応住宅に関する省令・告示の見直し

出所：「気候風土適応住宅」の解説 2024 年度版 一般財団法人 住宅・建築ＳＤＧｓ推進センター



令和6年度からの

取組み

所管行政庁が必要な

要件を付加または定める
（告示第786号第1項第ニ号、

第2項）

独自基準の策定支援



本日の内容

本シンポジウム 次第


